




  

公 安 委 員 会 

説明資料 No.３ 

交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置 

及び所管区に関する規則の一部改正について 

令和８年３月 26日 

生 活 安 全 部 

                                議題事項 

交番、駐在所及び警備派出所（以下「交番等」という。）の再編整備に伴い、小豆

警察署、高松北警察署、高松西警察署の交番・駐在所等の名称、位置、所管区等を定

めるため、交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区に関する規則（平

成 12年香川県公安委員会規則第８号）の一部を改正する。 

１ 改正内容 

(1) 小豆警察署福田駐在所の住所変更 

 

 

(2) 高松北警察署丸亀町交番の廃止、高松北警察署所在地の新設 

 

 

(3) 高松北警察署田町警備派出所の廃止 

 

 

(4) 高松西警察署国分寺南駐在所の廃止、高松西警察署国分寺交番の住所変更及 

び所管区の変更 

 

 

２ 改正案 

交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改

正する規則（案）のとおり 

   

 

３ 施行期日（運用開始日） 

(1) 上記１(1)から（3） 

令和８年４月 1日 

 

 

(2) 上記１(4) 

令和８年６月１日 

 

 

 

 




















